
財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）
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1回目 Ｚ 実務者協議により、平成25年度は経産省予算を活用予定だが、平成26
年度は農水省予算を活用する予定である旨が示された。 ａ 経済産業省「地域中小企業イノベーション創出補助事業」を活用することとした。

実務者協議において、指定自治体から 平成25年度につい
ては、経済産業省の「地域中小企業イノベーション創出補
助事業についても検討している旨が示され、経済産業省か
らは、どちらの補助事業を活用するかについて、指定自治
体の検討が必要との見解が示された。
経済産業省の見解に対して、指定自治体から「地域中小企
業イノベーション創出補助事業」を活用するとの見解が示さ
れたため、協議終了。

Ⅴ

2回目

1回目 Ｃ

　平成１１年１１月に家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に
関する法律（家畜排せつ物法）が施行されたことも踏まえ、同法に基づく
管理基準の対象農家に対し、家畜排せつ物処理施設（炭化処理施設を
含む）の整備に対する補助事業を措置してきたところ。
　これに関し、現在、法の施行から１０年以上が経過し、管理基準対象
農家のほぼ１００％が家畜排せつ物を適正に管理している状況となった
ことから、家畜排せつ物処理施設の整備に対する補助は平成22年度で
終了したところ。

ｄ

　超省エネルギー炭化・灰化実用機は、一般的な処理装置ではなく、短期間で排せつ物処理を可
能とする新技術を有しており、畜産臭気、余剰たい肥という重要な課題解決を行い、周辺環境の改
善を行うものであるため、支援対象として検討いただきたい。
　現在は国のバイオマス事業化戦略検討チームが整理した「技術ロードマップ」の中で、「ガス化」
は「実証段階」と整理されているが、今後は、事業化段階の技術に達していることを具体的なデータ
をもとに、協議することとされているため、今後、実証試験のデータを示し協議をお願いする予定で
ある。「技術ロードマップ」へ「低温ガス化」技術を追加するなどして、当実用機の普及支援をお願い
したい。

農林水産省から、家畜排せつ物処理施設の整備に対する
補助は平成22年度で終了しているため、対応が困難との
見解が示されているが、指定自治体は、超省エネルギー炭
化・灰化実用機の普及に関する支援を要望している。
しかし、指定自治体の要望を実現するためには、ガス化技
術が事業段階の技術に達していることについて、具体的な
データをもとに協議し、さらに実用化技術であると評価され
た場合に、支援が可能かどうかの協議が必要であり、今回
の協議の中で結論を得ることは、時間的に困難であるた
め、一旦協議を終了する。
指定自治体は、平成25年度において炭化・灰化装置の実
用化に係る実証試験データを収集整理し、ガス化技術の実
用化について、今後農林水産省に明確に説明すること。
農林水産省は、指定自治体から、ガス化技術が実用化・事
業化段階であるとのデータが示された際には、改めて協議
に応じること。
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国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

従来の炭化・灰化装置では800℃以
上で処理をすることから、物質中のカ
ルシウムが酸化し強いアルカリ性を
示していた。当該装置では、600℃の
低温処理により炭酸カルシウムが酸
化することなく処理される。また、発
酵によるたい肥製造は臭気の原因と
なる。このようなことから、超省エネ
ルギー炭化・灰化装置は、ほとんど
エネルギーを使わずに炭化・灰化処
理を行い、従来品と比較して品質に
優れる炭化・灰化物を製造するので
販売して利益を得られる可能性があ
る。また、たい肥として発酵させない
ので畜産臭気対策になることから、
畜産経営の安定化と併せて地域の
活性化にもつなげられる。
そのため、当該技術を活用した当事
業を、「家畜排せつ物の利活用と畜
産環境対策」において、支援対象と
するとともに、補助上限額の撤廃を
要望する。

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

農林水産省 新規

拡充

低温ガス化技術を導入することで、こ
れまでたい肥化していた家畜排せつ
物からエネルギーの獲得が可能とな
り、エネルギーの自立化が可能なば
かりではなく余剰電力の売電が可能
となる。また、家畜排せつ物をエネル
ギー化することで、畜産臭気の原因
物質を発生させないことから、畜産
臭気対策になる。このようにして、畜
産経営を安定させ、エネルギー自
立・環境調和型の畜産振興を実現す
ることで、地域の活性化につなげて
いく。
そのため、補助率２／３の定額補助
制度である「地域新産業戦略推進事
業」において、補助上限額の撤廃を
要望する。
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